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（５）２００１．６．１１

町
田
市
環
境
基
本
計
画
第
一
次
案

を
公

開

し

ま

す

町
田
市
環
境
基
本
計
画
は
、
町

田
市
が
環
境
施
策
を
総
合
的
・
計

画
的
に
進
め
て
い
く
た
め
の
計
画

で
、
環
境
の
保
全
・
回
復
・
創
造

に
つ
い
て
の
長
期
的
な
目
標
と
総

合
的
な
施
策
の
大
綱
を
示
す
も
の

で
す
。
昨
年
の
１１
月
か
ら
今
年
の

３
月
ま
で
、
市
民
と
市
の
職
員
か

ら
な
る
専
門
部
会
を
設
置
し
、
�１

自
然
環
境
�２
生
活
環
境
�３
ご
み
対

策
�４
循
環
型
社
会
の
４
つ
を
テ
ー

マ
に
、
環
境
基
本
計
画
の
部
会
原

案
を
作
成
し
て
き
ま
し
た
。今
回
、

こ
の
部
会
原
案
を
ま
と
め
る
形

で
、
環
境
基
本
計
画
第
一
次
案
を

作
成
し
ま
し
た
の
で
、
公
開
し
ま

す
。
期
間
中
、
第
一
次
案
に
対
し

て
意
見
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

○
公
開
期
間

６
月
１１
日
（
月
）

〜
７
月
１１
日
（
水
）

※
土
・
日
曜
日
（
図
書
館
は
休
館

日
）
を
除
く
。

○
公
開
場
所

市
政
情
報
課
（
中

町
分
庁
舎
）、
環
境
保
全
課
（
境

川
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
）、
市
内

各
図
書
館
、
環
境
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

会
場
（
町
田
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
）

※
町
田
市
総
合
環
境
計
画
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（http

://w
w

w
.peo-

ple.or.jp/˜m
achida–environ-

m
ent/index.htm

/

）
で
も
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
意
見
の
提
出
方
法

所
定
の
用

紙
（
各
公
開
場
所
に
あ
り
ま
す
）

に
ご
記
入
の
上
、
環
境
保
全
課
ま

た
は
市
政
情
報
課
に
提
出
し
て
下

さ
い
。

�問
環
境
保
全
課
�
７
２
４
・
２
７

１
１環

境
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

【
み
ん
な
で
つ
く
る
環
境
に
や
さ

し
い
ま
ち
】

市
で
は
、
環
境
基
本
条
例
の
施

行
と
環
境
基
本
計
画
第
一
次
案
の

公
開
に
あ
わ
せ
て
、
環
境
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
を
開
催
し
ま
す
。
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
で
は
、「
み
ん
な
で
つ
く

る
環
境
に
や
さ
し
い
ま
ち
」
を
テ

ー
マ
に
私
た
ち
の
生
活
と
環
境
問

題
と
の
関
わ
り
合
い
に
つ
い
て
一

緒
に
考
え
て
い
く
と
と
も
に
、
生

活
者
と
し
て
、
勤
労
者
と
し
て
、

私
た
ち
に
何
が
で
き
る
の
か
、
に

つ
い
て
も
考
え
て
い
き
ま
す
。

○
対
象

市
内
在
住
、
在
勤
、
在

学
の
方

○
日
時

６
月
３０
日
（
土
）
午
後

６
時
か
ら

○
会
場

町
田
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

３
階
ホ
ー
ル

○
パ
ネ
リ
ス
ト

江
戸
川
大
学
社

会
学
部
助
教
授
・
朝
倉
暁
生
氏
、

ご
み
問
題
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・
江

尻
京
子
氏
ほ
か

○
定
員

１
８
０
人

○
申
し
込
み

６
月
２８
日
ま
で

に
、
電
話
で
環
境
保
全
課
（
�
７

２
４
・
２
７
１
１
）
へ
。

老
人
医
療
費
助
成

（
�福
医
療
証
）制
度

東
京
都
で
は
、
昭
和
１０
年
６
月

３０
日
以
前
に
生
ま
れ
た
６９
歳
ま
で

の
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

で
、
本
人
の
所
得
が
基
準
額
以
下

（
�
表
１
）
の
方
を
対
象
に
老
人

医
療
費
助
成
制
度
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
該
当
す
る
方
に
は
�福
医
療

証
を
交
付
し
ま
す
。

た
だ
し
、
社
会
保
険
本
人
（
政

府
管
掌
・
組
合
）
の
方
は
、
対
象

と
な
り
ま
せ
ん
。

交
付
申
請
に
は
、健
康
保
険
証
、

認
印
が
必
要
で
す
。
今
年
の
１
月

２
日
以
降
に
転
入
し
た
方
は
、
１

月
１
日
現
在
居
住
し
て
い
た
市
区

町
村
の
所
得
証
明
書
も
必
要
で

す
。�福

医
療
証
の
交
付
を
受
け
た
方

が
都
内
の
医
療
機
関
で
診
療
を
受

け
る
時
は
、
健
康
保
険
証
と
�福
医

療
証
を
提
示
し
て
下
さ
い
。
保
険

診
療
分
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し

て
か
か
っ
た
医
療
費
の
１
割
の
自

己
負
担
と
な
り
ま
す
。
保
険
診
療

外
は
全
額
自
己
負
担
と
な
り
ま

す
。

【
昭
和
１０
年
７
月
１
日
以
降
に
生

ま
れ
た
方
の
適
用
時
期
】

表
２
の
と
お
り
に
な
り
ま
す
。

【
�福
医
療
証
の
更
新
】

す
で
に
医
療
証
を
お
持
ち
の
方

で
引
き
続
き
老
人
医
療
費
助
成
が

受
け
ら
れ
る
方
に
は
、
７
月
１
日

か
ら
お
使
い
い
た
だ
く
新
し
い
医

療
証
を
６
月
下
旬
に
お
送
り
し
ま

す
。
ま
た
、
所
得
が
基
準
額
を
超

え
る
な
ど
で
受
給
資
格
の
な
く
な

る
方
に
は
、
資
格
消
滅
通
知
書
を

お
送
り
し
ま
す
。

な
お
、
有
効
期
限
の
過
ぎ
た
医

療
証
は
お
早
め
に
高
齢
者
福
祉
課

（
�
７
２
４
・
２
１
４
４
）、
ま

た
は
、
南
・
な
る
せ
駅
前
・
鶴
川

・
忠
生
・
堺
の
各
市
民
セ
ン
タ
ー
、

小
山
セ
ン
タ
ー
へ
お
返
し
下
さ

い
。３

歳
〜
５
歳
児
の

保
護
者
は
申
請
を

【
幼
稚
園
補
助
金
（
保
護
者
補
助

金
・
就
園
奨
励
費
補
助
金
）】

町
田
市
に
住
民
登
録
（
外
国
人

登
録
を
含
む
）
が
し
て
あ
り
、
満

３
歳
児
か
ら
５
歳
児
（
平
成
７
年

４
月
２
日
〜
平
成
１１
年
４
月
１
日

生
）
の
お
子
さ
ん
を
幼
稚
園
に
通

園
さ
せ
て
い
る
保
護
者
の
方
に
補

助
金
を
支
給
し
ま
す
。

該
当
さ
れ
る
方
で
平
成
１３
年
１

月
１
日
現
在
町
田
市
に
住
ん
で
い

な
か
っ
た
方
と
、
市
外
の
幼
稚
園

に
通
園
さ
せ
て
い
る
方
は
、
別
表

�１
を
よ
く
ご
覧
の
う
え
、
申
請
し

て
下
さ
い
（
平
成
１３
年
１
月
１
日

現
在
町
田
市
に
住
ん
で
い
な
か
っ

た
方
は
、
課
税
資
料
の
添
付
が
必

要
で
す
。
詳
し
く
は
、
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
を
ご
覧
下
さ
い
）

申
請
用
紙
お
よ
び
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
は
、
各
幼
稚
園
、
教
育
委
員
会

学
務
課
（
森
野
分
庁
舎
）、
南
・

な
る
せ
駅
前
・
鶴
川
・
忠
生
・
堺

の
各
市
民
セ
ン
タ
ー
お
よ
び
木
曽

山
崎
セ
ン
タ
ー
、
小
山
セ
ン
タ
ー

に
あ
り
ま
す
。

な
お
、
平
成
１３
年
１
月
１
日
現

在
町
田
市
に
住
ん
で
い
て
、
市
内

の
幼
稚
園
（
一
部
市
外
の
幼
稚
園

も
含
む
）
に
す
で
に
申
請
書
を
提

出
さ
れ
た
方
は
、
今
回
申
請
す
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
補
助
金
の
支
給
額
に
つ
い
て

は
、
保
護
者
の
市
民
税
所
得
割
額

に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
幼
児
教
育
手
当
】

４
歳
児
、
５
歳
児
（
平
成
７
年

４
月
２
日
〜
平
成
９
年
４
月
１
日

生
）
の
お
子
さ
ん
を
お
持
ち
の
保

護
者
で
別
表
�２
の
条
件
に
該
当
す

る
方
に
手
当
（
年
額
１
万
２
０
０

０
円
）
を
支
給
し
ま
す
。
別
表
を

よ
く
ご
覧
の
う
え
、
申
請
し
て
下

さ
い
。
申
請
用
紙
は
、
教
育
委
員

会
学
務
課
（
森
野
分
庁
舎
）、
南

・
な
る
せ
駅
前
・
鶴
川
・
忠
生
・

堺
の
各
市
民
セ
ン
タ
ー
お
よ
び
木

曽
山
崎
セ
ン
タ
ー
、
小
山
セ
ン
タ

ー
に
あ
り
ま
す
。

�問
教
育
委
員
会
学
務
課
�
７
２
４

・
２
１
７
６

地
域
住
民
福
祉
活
動

打
ち
合
わ
せ
会

高
齢
者
も
子
ど
も
た
ち
も
障
害

が
あ
る
方
も
、
み
ん
な
が
た
す
け

あ
い
、さ
さ
え
あ
い
、安
全
か
つ
安

心
し
て
健
や
か
に
暮
ら
す
こ
と
の

で
き
る
地
域
社
会
づ
く
り
に
参
加

し
ま
せ
ん
か
。
そ
の
よ
う
な
取
り

組
み
の
た
め
の
打
ち
合
わ
せ
会
を

各
地
域
で
開
催
し
ま
す
。
関
心
の

あ
る
方
は
ぜ
ひ
ご
参
加
下
さ
い
。

○
期
日
・
会
場

６
月
１６
日（
土
）

�
健
康
福
祉
会
館
、
７
月
１４
日

（
土
）
�
つ
く
し
野
セ
ン
タ
ー
、

２２
日
（
日
）
�
南
市
民
セ
ン
タ
ー

※
各
地
域
と
も
実
施
内
容
は
同
じ

で
す
。

※
車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮
下
さ

い
。

○
時
間

午
後
１
時
３０
分
〜
４
時

○
定
員

各
回
１
０
０
人

○
申
し
込
み

電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ

Ｘ
で
町
田
市
社
会
福
祉
協
議
会

（
�
７
２
２
・
４
８
９
８
、
�
７

２
３
・
４
２
８
１
）
へ
。

小
山
御
嶽
堂
沼
土
地
区
画
整
理
組

合
の
施
行
地
区
と
な
る
べ
き
区
域

に
関
す
る
図
書

ご

覧

下

さ

い

小
山
御
嶽
堂
沼
土
地
区
画
整
理

組
合
の
施
行
地
区
と
な
る
べ
き
区

域
（
小
山
町
字
９
号
、
字
１０
号
、

字
１７
号
の
一
部
）
の
関
係
図
書
を

ご
覧
に
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

区
域
内
の
宅
地
に
つ
い
て
未
登

記
の
借
地
権
の
あ
る
方
は
、
７
月

１２
日
ま
で
に
町
田
市
長
に
対
し
、

書
面
を
も
っ
て
そ
の
借
地
権
の
種

類
及
び
内
容
を
申
告
し
て
下
さ

い
。

○
縦
覧
期
間

６
月
１３
日
（
水
）

〜
２６
日
（
火
）

○
縦
覧
時
間

午
前
８
時
３０
分
〜

午
後
５
時

○
場
所

町
田
市
区
画
整
理
事
務

所
（
木
曽
町
２
１
８
５
番
地
１
）

�問
区
画
整
理
課
�
７
９
２
・
３
７

７
１

鶴
見
川
と
小
野
路
川
の
合
流
地

点
の
南
岸
の
一
段
高
い
所
に
春
日

神
社
が
鎮
座
し
て
い
ま
す
。
こ
の

春
日
神
社
と
鶴
見
川
の
間
に
は
畑

が
広
が
っ
て
い
て
、

土
師
器
や
須
恵
器
と

い
う
古
代
の
土
器
片

が
多
く
見
ら
れ
ま

す
。
こ
の
一
帯
で
、

土
地
区
画
整
理
が
行
わ
れ
る
こ
と

と
な
り
、
平
成
１０
年
２
月
か
ら
１１

年
３
月
に
発
掘
調
査
を
実
施
し
て

み
る
と
、
古
墳
時
代
後
期
か
ら
奈

良
・
平
安
時
代
（
７
〜
１１
世
紀
）

の
村
の
跡
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

５８
軒
の
竪
穴
住
居
跡
と
５
棟
の
掘

建
柱
建
物
跡
か
ら
構
成
さ
れ
る
村

で
す
。
市
内
の
こ
の
時
代
の
遺
跡

と
し
て
は
最
も
大
き
な
も
の
で
す

が
、４
０
０
年
で
５８
軒
で
す
か
ら
、

一
時
期
に
す
る
と
２
〜
８
軒
程
度

の
村
で
さ
ほ
ど
大
き
な
も
の
と
は

言
え
ま
せ
ん
。
出
土
し
た
遺
物
も

土
師
器
や
須
恵
器
、
鉄
製
品
（
鎌

や
刀
子
な
ど
）
で
、
こ
の
時
代
の

一
般
的
な
も
の
ば
か
り
で
す
。
そ

れ
で
も
４
０
０
年
の
長
期
に
わ
た

っ
て
集
落
が
営
ま
れ
た
の
は
、
鶴

見
川
と
小
野
路
川
に
よ
っ
て
形
成

さ
れ
た
低
湿
地
が
稲
作
に
適
し
て

い
た
か
ら
と
思
わ
れ
ま
す
。

春
日
神
社
の
創
立
は
江
戸
時
代

の
宝
永
４
年
（
１
７
０
７
年
）
で

す
が
、
古
代
か
ら
村
の
信
仰
の
場

と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
平
安
時
代
よ
り

後
、
中
世
・
近
世
で
は
集
落
の
跡

が
確
認
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
地

元
の
人
た
ち
の
話
で
は
、
春
日
神

社
の
周
辺
に
住
ん
で
い
た
人
た
ち

が
、
鶴
見
川
の
対
岸
井
之
花
に
集

団
で
移
転
し
た
と
い
う
こ
と
で

す
。古

代
か
ら
中
世
・
近
世
と
移
り

変
わ
っ
て
い
く
中
で
、
土
地
の
利

用
の
仕
方
も
変
わ
っ
て
い
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
村
の
中
心
が
移
っ
た

後
で
も
、
古
代
か

ら
の
信
仰
の
場
で

あ
っ
た
春
日
神
社

周
辺
は
そ
の
ま
ま

残
り
、
現
在
で
も

昔
の
面
影
を
残
し
て
い
ま
す
。

※
現
在
、
森
野
分
庁
舎
１
階
ロ
ビ

ー
で
大
蔵
春
日
神
社
北
遺
跡
の

出
土
遺
物
の
一
部
を
展
示
し
て
い

ま
す
。
ご
来
庁
の
折
に
ご
覧
下
さ

い
。

例
年
、
こ
れ
か
ら
夏
期
に
か
け

て
暴
走
族
の
活
動
が
活
発
化
し
、

道
路
交
通
の
秩
序
や
生
活
環
境
に

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま

す
。
こ
の
た
め
、
暴
走
族
の
各
種

不
法
行
為
を
未
然
に
防
止
し
、
青

少
年
の
健
全
育
成
と
併
せ
て
、
二

輪
車
等
に
よ
る
交
通
事
故
防
止
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施
し

ま
す
。

『
推
進
重
点
』

☆
暴
走
族
追
放
気
運
の
高
揚

☆
若
者
の
交
通
安
全
意
識
の
向
上

☆
暴
走
族
及
び
車
両
の
不
法
改
造

業
者
の
指
導
・
取
締
り
強
化

☆
青
少
年
の
非
行
防
止
活
動
推
進

※
家
庭
・
学
校
・
職
場
・
地
域
で
、

「
暴
走
を
し
な
い
、
さ
せ
な
い
、

見
に
行
か
な
い
」よ
う
に
指
導
し
、

無
謀
運
転
・
暴
走
行
為
の
迷
惑
・

危
険
性
や
命
の
大
切
さ
・
交
通
事

故
を
起
こ
し
た
場
合
の
責
任
な
ど

交
通
安
全
に
つ
い
て
話
し
合
い
、

交
通
ル
ー
ル
・
マ
ナ
ー
の
安
全
指

導
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

�問
交
通
安
全
課
�
７
２
４
・
１
１

３
６

○
対
象

市
内
在
住
の
成
人

○
日
時

６
月
１４
日
（
木
）
午
前

９
時
〜
午
後
３
時
３０
分

※
小
雨
実
施
。
中
止
の
場
合
は
電

話
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

○
コ
ー
ス

市
役
所
中
町
分
室
跡

地
駐
車
場
（
集
合
）
〜
薬
師
池
公

園
〜
自
由
民
権
資
料
館
〜
室
内
プ

ー
ル
（
昼
食
）
〜
花
の
家
〜
考
古

資
料
室
〜
市
役
所
中
町
分
室
跡
地

駐
車
場

○
定
員

４０
人

○
費
用

７
８
０
円
（
昼
食
代
）

※
弁
当
持
参
の
方
は
バ
ス
の
中
で

食
べ
ら
れ
ま
す
。

○
持
ち
物

雨
具

○
申
し
込
み

６
月
１２
日
（
火
）

午
前
８
時
３０
分
か
ら
電
話
で
、
市

民
相
談
室
（
�
７
２
４
・
２
１
０

２
）
へ
。

大
蔵
春
日
神
社
北
遺
跡

まちだ
歴史発掘

さ
く
ら
号
で
巡
る

薬
師
池
公
園
の
菖
蒲
と

公
共
施
設
め
ぐ
り

暴走族追放強化期間
～６月３０日まで～

暴走行為の追放は、
まず家庭から
そして地域から

別表
１ 幼稚園補助金の提出先および受付期間

１．提 出 先 市役所森野分庁舎３階学務課
２．受付期間 ７月１３日（金）まで
３．出張受付 下記の日程で各市民センターでも、受付します。

受付時間は、各市民センターとも午前９時～午
後４時です。

・７月２日（月） 忠生市民センター
・７月３日（火） 堺市民センター
・７月４日（水） 鶴川市民センター
・７月５日（木） 南市民センター
・７月６日（金） なるせ駅前市民センター

☆ご来庁の際は、念のため印鑑をお持ち下さい。
☆上記期間終了後も学務課にて随時受付します。

別表
２幼児教育手当の支給条件および受付期間
提出先および受付期間

１．提出先 教育委員会学務課
（市役所森野分庁舎３階）

２．受付期間 ７／２～７／１６
３．出張受付 ７／２～７／６

は幼稚園補助金と同じ日程
で各市民センターでも受け
付けます。

支給条件

１．今年の１月１日から７月１
日まで引き続き市内に住民
登録（外国人登録を含む）
がしてある４・５歳児であ
ること。

２．児童福祉課を通して保育園
に入園した園児でないこ
と。

３．認可幼稚園または東京都が
認定した類似施設に通園し
ている園児でないこと。

表１ �福医療証の本人所得基準額（平成１４年６月３０日までの基準）
基準額

２，５７２，０００円
３，０５２，０００円
３，４３２，０００円
３，８１２，０００円

扶養親族等の数
０人
１人
２人
３人

表２ 昭和１０年７月１日以降に生まれた方の適用時期

適用になる時期

平成１４年７月１日から

平成１６年７月１日から

※昭和１２年７月１日以降に生まれた方は老人医療
費助成制度の適用はありません。

生年月日

昭和１０年７月１日から
昭和１１年６月３０日まで
に生まれた方

昭和１１年７月１日から
昭和１２年６月３０日まで
に生まれた方

その２


